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良いお年をお迎えください 
朝晩冷え込むようになり、本格的な冬の訪れを感じるようにな

ってきました。２学期は、千代小まつりから始まり、運動会、音

楽会、校外学習など多くの行事が行われました。それぞれの行事

に向けて、各学年や学校全体で、目的をしっかり持って臨んでき

ました。いろいろな場面で子どもたちが活躍し、成長する姿が見られました。 

保護者のみなさまには、学校生活や行事において、さまざまな面でお願いをすることがたくさ

んありましたが、温かいご協力をいただき感謝しております。ありがとうございました。 

さて、明日から冬休みです。家族で一緒に大掃除をしたり、お正月を迎えたりと、有意義にお

過ごしください。令和８年１月８日には、子どもたちが気持ちを新たに登校することを楽しみに

しています。今年一年、ありがとうございました。よいお年をお迎えください。 

 

ＰＴＡについて（その１） 

 地区委員さんが令和８年度の本部役員と地区委員を決めています。すでに決まっている地

区、これから決める地区があります。組織について簡単にお伝えします。 

 

          ・・月１回程度の会議を行います。各地区から選出される役員と立候補す

る役員がいます。令和９年度から６年間どの委員も免除されます。 

       ・・各地区で選ばれます。年５回ほどの会議があります。集団登校の班を

決める、次期本部役員、地区委員を選出、行事のお手伝いなどの仕事

があります。地区委員をしていただいても免除はありません。 

        ・・各クラスで４月に決めます。いくつかの委員会に分かれて活動します。

そのお子さんの学級委員のみ免除されます。 

※本部役員（会長・副会長）の立候補については１月にお手紙を配付する予定です。 

家庭数配布 

３学期始業式：１月８日（木） 集団登校  

下校 全学年１１：３０ 
１月８日（木）～１５日（木）は、集団登校です。集合場所や集合時刻なども確

認していただき、子どもたちが安全に登校できるようご協力ください。各地区での

登校指導もよろしくお願いします。 

本部役員

会 

地区委員 

学級委員 



１２月のチヨスゴ（チヨダのスゴイとこ） 
 

○むかしあそび （１年生） 千代田東地区福祉委員会 

 

○ 音楽発表会（６年生） 

 
○ クラブ活動（４～６年生） 

〇冬休みの生活について 

 子どもたちには、長期休業中であっても早寝・早起き・朝ごはんを意識して過ごし、生活

リズムが乱れすぎないようにご指導ください。ゲームやインターネットを使用させる場合

には、ルールづくりや見守りをよろしくお願いします。 

冬休みには、お年玉やお小遣いなどで、子どもたちがお金に触れる機会が多くなるかも

しれません。友だちとの奢り合いはしないこと、無駄遣いはしないことなどお金を使用さ

せる際には必ずご指導いただきますようよろしくお願いします。 

 

友だちと声を掛け合って、あや

とりをしています。 

 

地域の方にむかし遊びを教え

てもらっています。 

 

はじめてのけん玉！？何度も

チャレンジしています。 

 

それぞれのクラスでたくさん練習

をした曲の演奏です。 

 

１年生～５年生にも披露してくれ

ました。 

 

６年生全員でリコーダーの演奏を

しています。 

 

ソフト・ドッジクラブ 

攻撃も守備も一生懸命！ 

 

ゲームクラブ 倒さない

ようにみんな集中！ 

 

 ソフトバレー 声を掛け合

って取り組んでいました。 

 



１月の行事予定 

 

 

ＰＴＡについて（その２） 

 先日（11 月 14 日）に PTA 運営委員会がありました。そこで次年度の役員さんの選出の

話題になり、今年度の役員さんの中に、4月の役員会のお知らせのお手紙で選出されたこ

とを知ったという方がおられ、「選出されたことや仕事の内容を先に教えてほしかった」

という意見がありました。それを受けて、今年度の地区委員さんには、「来年度の地区委

員や本部役員に選出された方には必ずお伝えして承諾してもらってください。」とお願い

しました。すると、それぞれの地区委員さんがそれぞれの地区の方法で動いてくださって

います。本部役員と聞くと大変そうなイメージがあるかもしれませんが、本部役員も地区

委員も参加できるときにご参加いただくスタンスで大丈夫ですので、お引き受けいただけ

るとありがたいです。ご質問等ございましたら、お気軽に教頭までご連絡ください。 

日 曜 主要行事 下校時刻 日 曜 主要行事 下校時刻

8 木

＜短縮3h＞

3学期始業式

集団登校（～15日木曜日）

全学年11:30 22 木
地区なかよし作品展

避難訓練（地震）予備日

12年14:50

3～6年15:40

9 金
3学期給食開始日

二計測《6年》

12年14:50

3～6年15:40
23 金 ＜B校時4h＞ 全学年13:20

10 土 24 土

11 日 25 日

12 月 成人の日 26 月

社会見学《3年》【消防署】

長休み 走ろうタイム③

給食交流会《4年》

123年14:50

456年15:40

13 火 二計測《5年》
1年14:50

他15:40
27 火

1年14:50

他15:40

14 水
＜通常5h＞二計測《３年》

長休み 走ろうタイム①
全学年14:50 28 水

＜通常6h＞長休み 走ろうタイム④

6限 委員会活動（1・２月分）

6限 ぐんぐん《4年》⑦

1～5年14:50

6年15:55

15 木

＜B校時6h＞二計測《４年》

遠足《1年》

昔のくらし大発見《3年》

1年14：30

2年14:20

3～6年15:10

29 木

＜通常5h＞マラソン大会《135年》

書写展（保護者鑑賞日）

フリー参観　　PTA給食試食会

全学年14:50

16 金
＜B校時6h＞

二計測《2年》

12年14:20

3～6年15:10
30 金 おもちゃ作り《2年》

12年14:50

3～6年15:40

17 土
10:00 新入生制服採寸

《6年該当者》＜千代田中＞
31 土 漢字検定

18 日

19 月
二計測《1年》　　　避難訓練（地震）

6限 ぐんぐん《3年》

123年14:50

456年15:40

20 火

3限 スマホ・ケータイ教室《123年》

4限 同上《456年》

昼休み わくわく遊び④

1年14:50

他15:40

21 水

＜通常6h＞

長休み 走ろうタイム②

6限 クラブ活動⑤

123年14:50

456年15:55

集

団

登
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３学期の主な行事 

２月１４日（土）算数検定    

２月２４日（火）見守り隊ありがとう会 

３月１８日（水）卒業式   



校長室だより 
「国が決めてくれたらいいのに…」 

 高学年の保護者の方からの声です。わが子がスマホをなかなか手放せず、夜遅くまで見てし

まっていて遅刻や欠席が多くなっていて困っているという保護者のつぶやきです。「スマホ依

存です」と言い切っておられて、時には夜中２時まで見てしまっているそうです。そのことで

どうしても朝、起きることができないようになっているそうです。 

以前に紹介したオーストラリアの法律がこの 12 月から施行されたニュースが流れてきまし

た。国ぐるみでの取り組みがされているニュースを聞いて「国が決めてくれたら」の発言にな

ったようです。 

さて、千代田小学校では令和6年度春休み号に次のルールを提案しています。 

＜提案＞ 

学校を遅刻または欠席した児童は、 
その日はスマホやゲーム機のデジタル機器を使わない 

このルールを提案した理由は、保護者が子どもたちの生活リズムを整えるために勇気を

もってほしかったからです。国が決めるまではいかなくても、「学校で提案されている」を

よりどころとして家庭内のルール作りをしてほしいと思っていました。そして詳しく子ど

もに説明できるための内容もつけていました。 

 この制限は「罰」としてスマホやゲーム機を取り上げるわけではありません。子どもた

ちの体や心の健康を取り戻すためにしてほしい提案です。刺激が強いものを避け、刺激

がない生活をおくることが心と体の健康にとって良いと考えています。 

 スマホやゲーム機などのデジタル機器を使えなくなった子どもたちはおそらく暇を持

て余すと思います。・・・後略 

 

別の保護者はスマホを当分の間、「没収します」「解約します」と言っていました。子ども

に対して本気で制限をするならここまでしなければならないのかもしれません。親も教師

も本気になると子どもには響くことがよくあります。デジタル制限をすると子どもは反発

したり暴れたりしますが、毅然と譲らなければ徐々に考え方を変えていくと思います。大

人の本気が問われているような気がします。 

 

たかがルール されどルール 

 スマホやゲームのルールは特にその傾向があるようですが、徐々にルールを守らなくなって

いきます。子ども自身も都合のいいように「あと少し」「言われてないから」「バレないから」

とルールを破っていきます。すると別のルールも「ちょっとくらい」と思い破っていきます。親

にちょっとくらい大丈夫と言われたという声も聞きます。ルール破りはエスカレートしていき

ます。親のその場限りの思いつきだけで良い悪いという判断をしてしまうと子どもも好きなよ

うに判断し、ゆくゆくは善悪の判断ができない人になっていきます。髪の毛は染めて良いけど

黄帽はかぶらないとだめ、と言われた子どもの基準はあやふやになっていきます。 

 たかがルールですが、されどルールなのです。 


